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1 管理運営の基本的な考え方

（1）管理運営の方針

千葉市中田都市農業交流センター（以下「本施設」という｡）は、「都市部と農 部

:讓謹憲

驚 i
こ

とし、毎年前年の結果を踏まえ、次年度の実施計画を策定することとする。

（3）遵守する法令等

指定管理者として本施設の管理運営にあたり、以下の関係法令及び協定書を道

し、実施するものとする。

ア千葉市都市農業交流センター設置管理条例（平成18年千葉市条例第55号）
｜

イ千葉市都市農業交流ｾﾝﾀｰ管理規則(平成18年千葉市規則第78号）｜
ウ千葉市中田都市農業交流センターの管理に関する基本協定書

｜エ千葉市中田都市農業交流センター管理運営の基準

オその他、関連する法規

｜、指定管理者として、別途定める各マニュアル及び規約の他、行政手続き等にお

て上記規定に明確に記載されていない事項については、市と協議し、市の指示のもと

必要な対応を行うこととする。

』
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2施設の維持管理の考え方

（1）建築物の保守管理

日常点検として、 目視による点検を実施する。

月1回定期点検を実施する。

修繕が必要な箇所は、適切に対応するとともに（修繕・交換等)、報告書（写

添付）を市へ提出する。

（2）設備機器保守等管理

下記の内容について、専門業者に委託する。

（3）清掃管理

下記の内容について行う。

2

業務名 業務内容 点検回数 ’
給水設備保守点検 水道給水装置及びこれらに関する設

備の保守点検、滅菌装置への薬液補充、

水質検査、受水槽清掃等

保守点検月1回

水槽点検年1回

法定点検年,d
I

浄化槽設備保守点検 浄化槽設備の保守点検、BOD検査、

定期検査、浄化槽清掃等

保守点検

BOD検査

浄化槽清掃

法定点検

年4回
I

年2回

隼'|回
年1回

消防設備保守点検 消火器の機器点検、総合点検 機器点検年2回
｜

総合点検年1回

種）リ 内容 期間

日常清掃

(地域農業活動拠点

施設）

事務室、トイレ、休憩所、研修スペー

ス、管理棟周辺の清掃

週2回以上

種別 内容 期間

駐車場 草刈り、ごみ拾い、低木の刈込、潅水 週1回以上

臨時駐車場 草刈り、ごみ拾い、低木の刈込、潅水 週1回以上



（5）園内維持管理

下記の内容について行う。

’うノ植栽維張

下記の内鏑

づ票20差建築形

怖殼の椿

砿施設内奔宗期E■■

声
フ

二ととし、備姉台帳

金額、耐用年数等＆

、

0）廃栞靭

本施設で爵

I▽筐．だふ里

正鶇な限り再管源ｲﾄ?に努改

種別 内容 期間

園内 周遊路、進入路、管理用道路のごみ拾

い、草刈及び市民農園（未利用）の保全

管理

週1回以上

別 内容 期間

野バラ園 除草、施肥、害虫防除、ごみ拾い 週1回以上

芝生広場 芝刈り、除草、施肥、ごみ拾い 週1回以上

緑地（芝生） 芝刈り、除草、施肥、ごみ拾い 週1回以上

低木 ｱｼﾞｻｲ・ﾂﾂｼﾞ等の刈込、潅水、除草、

ごみ拾い

週1回以上

種別 内容 期間

夜間等機械警備 警備システムの維持管理 期間年度

開館日午後5時からと

9時まで

休館日終日

二前



施設の利用条件3

1）開館時間及び休館日

ア地域農業活動拠点施設

開館時間午前9時から午後5時まで

休館日 月曜日 （休日の場合は翌日）及び年末年始

イ地域農業活動拠点施設以外の施設

4月から9月午前7時から午後6時

10月から3月午前8時から午後5時

なお、本施設の利用促進を図るため、積極的かつ効果的に広報、宣伝を行う。

2）受付業務

（

（

に基づき実施し1

マニュアルの改善の必要が生じた場合は市と協議のうえ適時改善を行う。

3）利用料金（

｢千葉市都市農業交流センター設置管理条例本施設の利用料金については、

第11条で定める上限額とする。

ただし、利用料金の減免については、（2）のマニュアルにより運用する。

4）施設の利用手続き（

｢千葉市都市農業交流センター管理規則 に基施設の利用手続きについては、

づき、適正に業務を実施する。

5）施設の利用促進

本施設の利用促進を図るため、

（

積極的かつ効果的に広報、宣伝を行う。

事故等の防止措置と緊急時の対応4

1）防災・防犯体制

日頃より防災・防犯に注意を払い、防災・防犯訓練を行い施設内の安全管理に

いて職員に周知徹底を図り事故防止に努める。

2）緊急時の体制・対応

災害時の緊急時において、「千葉市中田都市農業交流センター危機管理マニュア交流センター危機管理マニュアi

（

（

ル

要

１
１
‐
１
１
１
必

を遵守し利用者の避難、誘導、安全確保、及び必要な通報等を適切に対応する。

災害等の発生に対応するため、必要な最低限の資材等を用意しておく。

市が緊急に施設を使用する必要が発生した場合は、市の指示に従う。

（3）保険への加入

利用者の事故等に備えた損害賠償責任保険及び､市が所有する不動産に対する

な保険に加入する。
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5個人情報の保護と情報の公開

（1）個人情報保護への対応

個人情報は、千葉市個人情報保護条例を遵守し、「千葉市中田都市農業交流セ タ

適正に対応する。－個人情報保護規定｣_に基づき、

（2）情報公開への対応

個人情報保護について

情報公開への対応は、 ､

象を遵守し、「千葉市中田都市農業交流センター情報公開規定」に基づき、公開対

なる情報に関する開示請求等に適切に対応する。

と

6モニタリング、利益の還元

（1）モニタリングの考え方

契本施設の管理や提供するｻｰピｽの評価について､市民農園利用者の新規､継錬契
約時、 自主事業参加者、野バラ園来場者に対して、アンケート用紙による調査やき

Y取り調査を実施し、回収後取りまとめて月次報告書に記載し市に報告する。

また、アンケート結果により改善事項が発見された場合は、その対応を組合で協議

し、市へ改善策について報告する。

（2）利用者の苦情と対応

利用着からの蓄情等については､運やかに対応し､改善が必要な事項は市と鶴亨‘て改善する。

｜（3）利益の還元

指定管理委託料の管理運営に係る収入が､管理運営経費を大きく上回り利益が

た場合には､翌年度において市民サービスの向上に資する指定管理事業の拡充ま

新規自主事業の創設や既存事業の充実を実施することにより還元する。

、

じ
は
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7管理運営実施体制

（1）本施設の業務体制

業務責任者1名

非常勤職員 1名（2名の交代制）

アルバイト 1名（2名ないし3名の交代制）

（2）業務の範囲

施設の運営及び維持管理業務

指定管理者の自主事業

（3）本施設の運営に対してのそれぞれの役割と責任

業務責任者（1名）

･施設を総括する責任者として、施設の運営全般に責任を負う

。防火管理者 ．

･公印・公金・鍵の管理

･市との連絡調整

･管理業務の実施に関すること

非常勤職員（1名）

･市民農園利用者への相談・指導

･体験教室や栽培講習会等の企画及び実施

･農機材等の管理

アルバイト（1名）

･市民農園の受付業務

・見学者の案内

･経理事務

・日報・市への報告書の作成

・利用者アンケートの計画及び調査実施

・広報

・他の業務の補佐。

（4）運営体制の見直し

本施設の管理運営においては､常に利用者へのｻｰピｽ向上を実施する必要がやり、

熱薦墓鯉諒重譲幣に耀織愚…=…『調
責その観点から、管理運営については、随時見直しを行うものとし、指定管理者

任において、人員配置の見直し等、必要な処置を講ずることとする。

その場合は、市と協議を行うものとする。

6



8市内産業の振興と雇用へ

（1）市内業者の登用の考え

本施設の管理運営に伴う

とともに、緊急時を考慮し

（2）市内雇用の考え方

本施設の管理運営に係る

する。

（3）障害者雇用の考え方

る混り市内業者lと葵

,斗孔ﾔ東か対応に塞脱

と1力のI涯ｲ共

障害者の雇用の促進等に関する法律を遵守し､指定管理者が行う業務の実施に際し「干巨一口\〆Jｰﾉ 1J￥－1～匡寸1ーI再y qタ'二l

て、率先して障害者雇用を推進する。

9 自主事業

（1）種・苗・農薬等の提供

市民農園利用者に対し、野菜の種・苗、農薬、資機材等を提供する。

（2）肥料等の提供

市民農園利用者に対し、地元で生産された堆肥等の肥料を提供する。

（3）栽培講習会の開催及び相談窓口の設置

市民農園利用者に対し、栽培講習会の開催及び相談窓口を設置し、利用者への

ズに答える。

（4）収穫体験

一般市民向けに季節ごとに収穫体験を実施し、土にふれあう場を提供する。

（5）農産物等の販売

野バラ園の見学者に地元の野菜や加工品を販売する。

（6）感謝祭

市民農園利用者に対し、感謝祭（野菜の品評会、かかしコンテスト、野菜の掘

り等）を開催し、利用者間の交流を図る。

（7）イベントの開催

都市部と農村部の交流及び、施設のPRとなるイベントを開催する。

－－
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